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2025 年７月15日 

各 位 

会 社 名  株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 

代表者名  代表取締役会長 淺山 雄彦 

（コード番号：2927、東証スタンダード） 

問合せ先  取締役会長室長 南方 茂穂 

（ T E L ． 0 5 4 － 2 8 1 － 5 2 3 8 ） 

 

 

第三者割当による第６回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び 

新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ 

 

当社は、2025 年７月 15 日（以下「発行決議日」といいます。）開催の取締役会において、EVO FUND（ケイ

マン諸島、代表者：マイケル・ラーチ、リチャード・チゾム）（以下「割当予定先」又は「EVO FUND」といい

ます。）を割当予定先とする第三者割当による第６回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発

行及び金融商品取引法による届出の効力発生を条件として本新株予約権の買取契約（以下「本買取契約」とい

います。)を割当予定先との間で締結することを決議しましたので、その概要につき以下のとおりお知らせい

たします（以下、本新株予約権の発行及びその行使による資金調達を「本資金調達」又は「本スキーム」とい

います。）。 

 

１．募集の概要 

(１) 割当日 2025 年７月31日 

(２) 発行新株予約権数 5,000 個（新株予約権１個につき普通株式100株） 

(３) 発行価額 総額635,000円（新株予約権１個当たり127円） 

(４) 
当該発行による 

潜在株式数 

500,000株（新株予約権１個につき100株） 

上限行使価額はありません。下限行使価額は833円としますが、下限行使価

額においても、潜在株式数は500,000株であります。 

(５) 調達資金の額 432,260,000円（注） 

(６) 
行使価額及び行使価

額の修正条件 

当初行使価額は877円とします。 

本新株予約権の行使価額は、割当日の２取引日（株式会社東京証券取引所

（以下「取引所」といいます。）において売買立会が行われる日をいいま

す。以下同じ。）後に初回の修正がされ、以後３取引日が経過する毎に修正

されます。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行

使価額が修正された日（当日を含みます。）から起算して３取引日目の日の

翌取引日（以下「修正日」といいます。）に当該修正日の前取引日（但し、

終値が存在しない日を除きます。）において取引所が発表する当社普通株式

の普通取引の終値の 100％に相当する金額（以下「修正後行使価額」といい

ます。）に修正されます。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限

行使価額である833円を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額と

します。但し、当社株主総会の基準日等、株式会社証券保管振替機構の手続

上の理由により本新株予約権の行使ができない日（以下「行使不能日」とい

います。）の前取引日（当日を含みます。）から当該行使不能日（当日を含み

ます。）までの期間（株式会社証券保管振替機構が当該期間を変更した場合

は、変更後の期間）においては、行使価額の修正は行わないものとし、行使

価額は、当該行使不能日の２取引日後（当日を含みます。）以降、３取引日

が経過する毎に各本新株予約権の発行要項第10項第(1)号と同様に修正され



2 
 

 

 

ます。 

(７) 
募集又は割当方法

（割当予定先） 

第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を EVO FUND に割り当てま

す。 

(８) 権利行使期間 2025 年８月１日から2026年８月３日までとします。 

(９) その他 

当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書によ

る届出の効力発生後に、割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合には当社

取締役会による承認を要すること等を規定する本買取契約を締結します。 

(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を

合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は

調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期

間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は変動

します。加えて、上記調達資金の額の計算に際して用いられている本新株予約権の行使に際して出資され

る財産の価額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額であり、実際の調

達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があります。 

 

２．募集の目的及び理由 

当社企業集団は、当社の主体事業である健康食品・化粧品及び医薬品の製造販売事業の収益性・生産性の

向上に努めるとともに、新規事業として、不動産・建託事業に加え、観光事業（飲食事業を含む）を積極的

に推進することで、これらの事業を当社企業集団の三本の柱に育てて行きたいと考えております。 

このような方針の下、当社は、2024年７月29日付「ラビット急行株式会社の株式取得（グループ会社化）

に関するお知らせ」において公表したとおり、静岡県西部で貸切バス事業、旅行業を展開しているラビット

急行株式会社の全株式を取得し、同社をグループ会社化するに至っております。ラビット急行株式会社をグ

ループ会社化することにより、当社企業集団は、バスの運転手が人員に加わるとともに32台のバスを保有す

ることとなり、これらの経営資源を活かし、観光事業を展開してまいります。 

また、観光事業をより発展させるべく、当社は、2025年５月30日付「AFC観光株式会社設立のお知らせ」

において公表したとおり、AFC観光株式会社を新設いたしました。同社設立の目的は、当社企業集団創業者

である浅山永世名誉会長の「せっかく作られた富士山静岡空港を、日本の中心にある特性を活かして、多く

の人々に利用される国際空港にしたい。羽田・セントレア空港に並ぶ国際便が行き交う空港にしたい。」と

いう熱意を形にすることにあります。具体的には、富士山静岡空港の真下を新幹線が通っていることから、

静岡空港新幹線駅を誘致すべく、関係各所に働きかけをして参りたいと考えております。また、富士山静岡

空港の利便性を良くするため、上記のとおりM&Aで取得したバス事業会社を活用し、東日本・西日本の観光

地を各１週間かけて観光する、日本一周夢のバスの旅を計画しております。今までご苦労なさったご高齢者

の終の思い出を作らせて頂きたいと心から願っております。 

今般、このような当社の経営方針や計画をより積極的に推進し、観光事業を当社企業集団の柱の１つとす

るためには、同事業の経営資源である旅客バスを購入することが必要であると判断するに至りました。上記

のとおり、ラビット急行株式会社をグループ会社化することで、当社企業集団は32台のバスを保有するに

至っておりますが、観光事業を継続的に成長・展開させていくためには、更に追加で旅客バスを購入し、同

事業を推進するための確固たる基盤を整えることが肝要と考えております。 

また、観光事業の一環として長期のバスツアーを組む上では、ツアー参加者に旅行先・観光先におけるホ

テル（宿泊施設）で快適に過ごしていただくことが重要であり、今後、この目的に沿うような観光ホテルを

積極的に買収・取得していくことを検討しております。かかる観光ホテルの買収・取得を通じて、当社の観

光事業の更なる強化を図って参りたいと考えております。 

当社企業集団の経営方針を実現する上で、これらの旅客バスの購入や観光ホテルの買収・取得は、重要な

施策・計画に位置付けられます。このような施策・計画を着実に遂行するための資金を確保するべく、本新

株予約権の募集を行うことといたしました。 

 

３．資金調達方法の概要及び選択理由 

(１)資金調達方法の概要 

本資金調達は、当社が、割当予定先であるEVO FUNDに対し本新株予約権を割り当て、その行使が行われるこ

とによって当社の資本が増加する仕組みとなっております。 

当社は、本新株予約権について、割当予定先との間で、本新株予約権の募集に係る有価証券届出書による届
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出の効力発生後に、下記の内容を含む本買取契約を締結する予定です。 

 

① 行使価額の修正 

本新株予約権の行使価額は、2025年８月４日に初回の修正がされ、以後３取引日が経過する毎に修正されま

す。この場合、行使価額は、修正日に当該修正日の前取引日（但し、終値が存在しない日を除きます。）にお

いて取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の100％に相当する金額（修正後行使価額）に修正され

ます。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額である833円を下回る場合には、修正後行使

価額は下限行使価額とします。 

行使価額修正条項付新株予約権に係る行使価額の修正は、通常、基準となる株価から８～10％程度のディス

カウントがなされた上で株式の交付が行われます。これに対し、本新株予約権は、修正日の前取引日の終値の

100％に相当する金額で株式の交付がなされるため、基準となる株価からのディスカウントがなく、既存株主

の皆様にとっても大きなメリットであると考えております。 

本新株予約権の下限行使価額は当初833円（発行決議日前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引

の終値の95％に相当する金額の１円未満を切り捨てた額）ですが、本新株予約権の発行要項第11項に定める行

使価額の調整の規定を準用して調整されます。下限行使価額の水準については、割当予定先の投資家としての

収益確保と、当社として資金調達額の最大化を図るという要素を割当予定先と当社間で議論の上決定したもの

であります。 

 

② 制限超過行使の禁止 

本買取契約には以下の内容が含まれます。 

(a) 当社は、取引所の定める有価証券上場規程第434条第１項及び同施行規則第436条第１項乃至第５項の

定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権を行使することにより取得され

る株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10％を超える場合には、当社は当該

10％を超える部分に係る本新株予約権の行使（以下「制限超過行使」といいます。）を行わせないこ

と。 

(b) 割当予定先は、所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当する本新株予約権の行使を行わな

いことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、当該本新株予約権の行

使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと。 

(c) 割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制

限超過行使に係る義務を負うことを約束させ、また譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合に

も当社に対して同様の義務を承継すべき旨を約束させること。 

 

(２)資金調達方法の選択理由 

上記「２．募集の目的及び理由」に記載した資金使途の目的に適う資金調達の方法を検討していましたとこ

ろ、EVOLUTION JAPAN証券株式会社（住所：東京都千代田区紀尾井町４番１号、代表取締役社長：ショーン・

ローソン）（以下「EJS」といいます。）から本新株予約権の発行による資金調達手法である本スキームの提

案を2025年５月に受けました。同社より提案を受けた本スキームは、株価に対する一時的な影響を抑制しつつ

資金調達をすることができ、かつ相当程度高い蓋然性をもって調達できる設計となっているため、当社のニー

ズに合致していると考えており、当社の今後の成長にとって最善であると判断しております。また、当社は、

下記「(３)本スキームの特徴」に記載の本スキームのメリット及びデメリット並びに「(４)他の資金調達方

法」に記載の他の資金調達方法について検討し、これらの検討結果として、本スキームが、下記「４．調達す

る資金の額、使途及び支出予定時期 (２)調達する資金の具体的な使途」に記載した各資金使途に必要となる

資金を、一定の期間において高い蓋然性にて調達できることから、総合的な判断により本スキームを採用する

ことを決定しました。 

 

(３)本スキームの特徴 



4 
 

 

 

本スキームによる資金調達には、以下のようなメリット及びデメリットがあります。 

[メリット] 

① ディスカウントなしでの株式発行 

行使価額修正条項付新株予約権に係る行使価額の修正は、発行会社の普通株式の普通取引の終値から

ディスカウントされることが一般的ですが、本新株予約権においては、ディスカウントが行われない設

計となっております。ディスカウントがなされない設計により、市場株価から乖離が少ない価額での行

使がなされることになるため、本新株予約権は、市場株価への影響をできる限り少なくし、既存株主の

利益にできる限り配慮された設計となっております。また、本新株予約権においては、上記のとおり

ディスカウントがなされないことから、行使により調達できる額が大きくなることが期待されます。 

② 最大交付株式数の限定 

本新株予約権の目的である当社普通株式数は500,000株で固定されており、株価動向にかかわらず、最大

交付株式数が限定されております。そのため、希薄化率が当初予定より増加することはありません。 

③ 既存株主の利益への影響への配慮 

本新株予約権については、本新株予約権の複数回による段階的な行使が期待されるため、希薄化が即時

に生じる普通株式自体の発行とは異なり当社株式の供給が一時的に過剰となる事態が回避されやすいと

考えられること、及び本新株予約権の下限行使価額は、発行決議日前取引日の取引所における当社普通

株式の普通取引の終値の95％に相当する金額の１円未満を切り捨てた額である833円に設定されており、

本新株予約権の発行による既存株主の利益への影響を一定程度抑えることができると考えております。 

④ 株価上昇時の調達額増額 

本新株予約権は株価に連動して行使価額が修正されるため、株価が上昇した場合に資金調達額が増額さ

れます。 

⑤ 株価への影響の軽減 

本新株予約権には下限行使価額が設定されており、修正後行使価額が下限行使価額を下回る価額に修正

されることはなく、株価が下限行使価額を下回る等の株価低迷の局面において、さらなる株価低迷を招

き得る当社普通株式の供給が過剰となる事態が回避されるように配慮した設計となっております。 

⑥ 本買取契約上の本新株予約権の譲渡制限 

本買取契約において、本新株予約権の譲渡に関し当社の取締役会による事前承認を要する旨の譲渡制限

が付される予定です。そのため、当社の事前承認がない限り、割当予定先から第三者へは譲渡されませ

ん。 

 

[デメリット] 

① 当初に満額の資金調達ができないこと 

新株予約権の特徴として、新株予約権者による権利行使があって初めて、行使価額に行使の対象となる

株式数を乗じた金額の資金調達がなされます。そのため、本新株予約権の発行当初に満額の資金調達が

行われるわけではありません。 

② 株価低迷時に、資金調達額が減少する可能性又は資金調達がされない可能性 

本新株予約権の行使期間中、株価が長期的に発行決議日の直前取引日の株価を下回り推移する状況で

は、発行決議日の直前取引日の株価に基づき想定される金額を下回る資金調達となる可能性がありま

す。また、本新株予約権には下限行使価額が設定されているため、株価水準によっては本新株予約権の

行使がなされない可能性があります。なお、行使価額は下限行使価額を下回ることはありません。 

③ 割当予定先が当社普通株式を市場売却することにより当社株価が下落する可能性 

割当予定先の当社普通株式に対する保有方針は純投資目的であることから、割当予定先が本新株予約権

を行使して取得した株式を市場で売却する可能性があります。かかる当社普通株式の売却により当社株

価が下落する可能性があります。 

④ 不特定多数の新投資家へのアクセスの限界 

第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新投資家から資金調達を
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募ることによるメリットは享受できません。 

 

(４)他の資金調達方法 

① 新株式発行による増資 

(a)公募増資 

公募増資による新株発行は、一度に資金調達が可能となるものの、時価総額や株式の流動性や市況に

よって調達金額に限界があり、必要額の調達が不透明であると考えられます。また、公募増資の場合に

は検討や準備等にかかる時間も長く、公募増資を実施できるかどうかもその時点での株価動向や市場全

体の動向に大きく左右され、一度実施のタイミングを逃すと決算発表や半期報告書及び有価証券報告書

の提出期限との関係で最低でも数か月程度は後ろ倒しになることから柔軟性が低く、資金調達の機動性

という観点からは本スキームの方がメリットが大きいと考えております。加えて、現時点での当社の業

績動向や財務状況等に照らした場合には、当社普通株式の引受けを行う証券会社を見つけることは困難

と考えられます。これらの点を考慮の上、公募増資は今回の資金調達方法として適当ではないと判断い

たしました。 

(b)株主割当増資 

株主割当増資では、資力等の問題から割当先である株主の応募率が不透明であり、また実務上も近時に

おいて実施された事例が乏しく、当社としてもどの程度の金額の資金の調達が可能なのかの目処を立て

ることが非常に困難であります。これらの点を考慮の上、株主割当増資は今回の資金調達方法として適

当でないと判断いたしました。 

(c)新株式の第三者割当増資 

第三者割当増資による新株式発行は、資金調達が一度に可能となるものの、同時に将来の１株当たり利

益の希薄化が即時に生じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。また、現時点

では適当な割当先が存在しません。 

② CB 

CBは発行時点で必要額全額を確実に調達できるというメリットがありますが、発行後に転換が進まない

場合には、当社の負債額を全体として増加させることとなり当社の借入余力に悪影響を及ぼすとともに、

償還時点で多額の資金が将来的に必要となるところ現時点でかかる資金を確保できるかが不透明である

ため、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。また、MSCBは相対的に転換の速度が

速い傾向にあるものの、転換により交付される株数が転換価額に応じて決定されるという構造上、転換

の完了までに転換により交付される株式総数が確定しないため、株価に対する直接的な影響が大きく株

主の皆様へのデメリットが大きいと考えられます。かかるデメリットを考慮した結果、当社としては必

要額を確実に調達することよりも、希薄化を抑えた上で不足額が生じた場合には当該不足額を別の方法

で調達することが株主の皆様の利益になると考え、MSCBも今回の資金調達方法として適当でないと判断

いたしました。 

③ 新株予約権無償割当による増資（ライツ・イシュー） 

株主全員に新株予約権を無償で割り当てることによる増資、いわゆるライツ・イシューには当社が金融

商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・イシューと、当社が金融商品取引業者

との元引受契約を締結せず新株予約権の行使は株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・

イシューがありますが、コミットメント型ライツ・イシューについては国内で実施された実績が乏しく、

資金調達手法としてまだ成熟が進んでいない段階にある一方で、引受手数料等のコストが増大すること

が予想される点や時価総額や株式の流動性による調達額の限界がある点等、適切な資金調達手段ではな

い可能性があることから、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。また、ノンコ

ミットメント型ライツ・イシューについては、株主割当増資と同様に、調達額が割当先である既存株主

又は市場で新株予約権を取得した者による新株予約権の行使率に左右されることから、ライツ・オファ

リングにおける一般的な行使価額のディスカウント率を前提とすると当社の資金需要の額に応じた資金

調達が困難であるため、今回の資金調達手法としては適切でないと判断いたしました。 
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④ 借入れ・社債・劣後債による資金調達 

借入れ、社債又は劣後債による資金調達では、調達額が全額負債となるため、財務健全性が低下し、今

後の借入余地が縮小する可能性があることから、今回の資金調達方法として適当ではないと判断いたし

ました。 

 

４．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

(１)調達する資金の額（差引手取概算額） 

① 払込金額の総額 439,135,000 円 

 本新株予約権の払込金額の総額 635,000 円 

本新株予約権の行使に際して出資される財産の額 438,500,000円 

② 発行諸費用の概算額 6,875,000 円 

③ 差引手取概算額 432,260,000 円 

(注)１．払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の

額を合算した金額であります。 

２．本新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使さ

れたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、払込金額の総額

及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の額並びに差引手取概算額は増加又は減少する可

能性があります。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得し

た本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の額及び差引手

取概算額は減少する可能性があります。 

３．発行諸費用の概算額の内訳は、本新株予約権の発行に関する弁護士費用、評価算定費用、割当予定

先への調査費用、有価証券届出書作成費用、登録免許税等の合計額であります。 

４．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 

 

(２)調達する資金の具体的な使途 

本新株予約権の発行及び割当予定先による本新株予約権の行使によって調達する資金の差引手取概算額は、

上記のとおり合計432百万円となる予定であり、調達する資金の具体的な使途については、以下のとおり予定

しています。 

 

具体的な使途 
金額 

（百万円） 
支出予定時期 

① 旅客バスの購入資金 168 2025年８月～2028 年８月 

② 観光ホテルの買収・取得資金 264 2025年８月～2030 年８月 

合計 432 ― 

(注) １．本新株予約権の行使価額は修正又は調整される可能性があることから、実際に調達できる資金の額

及びその支出時期と現時点において想定している調達資金の額及び支出予定時期との間に差異が生じ

る可能性があります。 

２．上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金で保管する予定です。 

 

調達資金の使途の詳細は以下のとおりです。 

 

① 旅客バスの購入資金 

当社は、2024年７月29日付「ラビット急行株式会社の株式取得（グループ会社化）に関するお知ら

せ」において公表したとおり、静岡県西部で貸切バス事業、旅行業を展開しているラビット急行株式

会社の全株式を取得し、同社をグループ会社化することにより、当社企業集団は、バスの運転手が人

員に加わるとともに32台のバスを保有することとなり、これらの経営資源を活かし、観光事業を展開

してまいります。今後、観光事業を継続的に成長・展開させ、観光事業を当社企業集団の柱の１つと

するためには、追加で旅客バスを購入し、同事業を推進するための確固たる基盤を整えることが肝要
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と考えております。そのため、調達資金のうち168百万円を旅客バスの購入資金に充当する予定で

す。 

 

② 観光ホテルの買収・取得資金 

観光事業の一環として長期のバスツアーを組む上では、ツアー参加者に旅行先・観光先におけるホ

テル（宿泊施設）で快適に過ごしていただくことが重要となり、今後、この目的に沿うような観光ホ

テルを積極的に買収・取得し、当社の観光事業の更なる強化を図って参りたいと考えております。そ

のため、調達資金のうち264百万円を観光ホテルの買収・取得資金に充当する予定です。 

 

５．資金使途の合理性に関する考え方 

当社は、上記「２．募集の目的及び理由」に記載のとおり、本スキームにより調達する資金を、上記「４．

調達する資金の額、使途及び支出予定時期(２)調達する資金の具体的な使途」に記載の資金使途に充当するこ

とで、当社の今後の成長基盤の確立につながり、結果として当社の中長期的な収益向上及び企業価値向上に寄

与するものであると考えていることから、本新株予約権による資金調達の資金使途については当社の既存株主

の皆様の利益に資する合理性があるものと考えております。 

 

６．発行条件等の合理性 

(１)発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容 

当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する本買取契約に定められた諸条件を考慮し

た本新株予約権の価値評価を第三者算定機関である茄子評価株式会社（住所：東京都港区麻布十番一丁目２番

７号 ラフィネ麻布十番701号、代表者：那須川 進一）（以下「茄子評価」といいます。）に依頼しました。

茄子評価と当社及び割当予定先との間には、重要な利害関係はありません。 

茄子評価は、本新株予約権の発行要項等に定められた諸条件及び割当予定先との間で締結する予定の本買取

契約に定められたその他の諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、一般的な価

格算定モデルのうちモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日（2025 年７月 14 日）の市場

環境や割当予定先の権利行使行動等を考慮した一定の前提（当初株価（877 円）、株価変動性（日次）

（1.30％）、無リスク金利（0.59％）、予定配当率（3.88％）、売却コスト（売却価格のディスカウント）

（3.00％）、売却コスト（売却による株価の下落率）（1.50％）等）を置き、本新株予約権の評価を実施して

おります。 

当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額を参考に、割当予定先との間での協議を経て、

本新株予約権１個の払込金額を当該評価額と同額の127円としています。また、本新株予約権の行使価額は当

初、行使価額の修正における計算方法に準じて、発行決議日の直前取引日である2025 年７月14日の取引所に

おける当社普通株式の普通取引の終値と同額としました。 

本新株予約権の発行価額及び行使価額の決定にあたっては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可

能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカ

ルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正

価格であると考えられるところ、払込金額が算定結果である評価額と同額で、割当予定先との間での協議を経

て決定されているため、本新株予約権の発行価額は有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断

いたしました。 

また、当社監査等委員会から、本新株予約権の発行条件は、第三者算定機関が当社と継続した取引関係にな

く、割当予定先からも独立した立場にあるため、その選定が妥当であること、発行価額が当該第三者算定機関

によって算出された当該評価額と同額であること、並びに当該第三者算定機関の計算方法及び前提条件に不合

理な点が認められないことから、割当予定先に特に有利な金額での発行に該当せず、適法である旨の意見を得

ております。 

 

(２)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 
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本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数は500,000株（議決権数5,000個であり、2025年２

月28日時点の当社発行済株式総数14,387,699株及び議決権数140,509個を分母とする希薄化率は3.48％（議

決権ベースの希薄化率は 3.56％）に相当します。そのため、本新株予約権の発行により、当社普通株式に一

定程度の希薄化が生じることになります。 

しかしながら、当社は、本新株予約権による資金調達により調達した資金を上記「４．調達する資金の額、

使途及び支出予定時期 （２）調達する資金の具体的な使途」に記載した各資金使途に充当する予定であり、

これは当社の今後の成長基盤の確立につながり、当社の企業価値が向上するものと想定され、中長期的な観点

から当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと考えております。 

また、当社普通株式の過去６か月における１日当たり平均出来高は 19,278 株であって、行使可能期間にお

いて円滑に市場で売却できるだけの十分な流動性を有しております。したがって、本新株予約権による資金調

達に係る当社普通株式の希薄化の規模は、市場に過度の影響を与える規模ではなく、株主価値向上の観点から

も合理的であると判断しております。 

 

７．割当予定先の選定理由等 

(１)割当予定先の概要 

(a) 名 称 
EVO FUND 

（エボ ファンド） 

(b) 所 在 地 

c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited  

One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9005,  

Cayman Islands 

(c) 設 立 根 拠 等 ケイマン諸島法に基づく免税有限責任会社 

(d) 組 成 目 的 投資目的 

(e) 組 成 日 2006 年12月 

(f) 
出 資 の 総 額 

 

払込資本金：１米ドル 

純資産：約171.5百万米ドル(2025年４月30日現在) 

(g) 
出 資 者 ・ 出 資 比 率 

・ 出 資 者 の 概 要 

議決権：100％ Evolution Japan Group Holding Inc. 

（Evolution Japan Group Holding Inc.の議決権は間接的に100％マイケル・

ラーチが保有） 

(h) 
代 表 者 の 

役 職 ・ 氏 名 

代表取締役 マイケル・ラーチ 

代表取締役 リチャード・チゾム 

(i) 国 内 代 理 人 の 概 要 

名称 EVOLUTION JAPAN証券株式会社 

所在地 東京都千代田区紀尾井町４番１号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 ショーン・ローソン 

事業内容 金融商品取引業 

資本金 ９億9,405万 8,875円 

(j) 
上 場 会 社 と 当 該 

ファンドとの間の関係 

当 社 と 当 該 フ ァ ン ド と の 間 の 関 係 該当事項はありません。 

当社と当該ファンド代表者との間の関係 該当事項はありません。 

当 社 と 国 内 代 理 人 と の 間 の 関 係 該当事項はありません。 

(注)割当予定先の概要の欄は、別途記載のある場合を除き、2025年６月18日現在におけるものです。 

 

※当社は、EJS により紹介された割当予定先並びに間接にその 100％を出資しており、かつ役員であるマ

イケル・ラーチ氏、及び割当予定先の役員であるリチャード・チゾム氏について、反社会的勢力等と何

らかの関係を有していないかを、過去の新聞記事やWEB等のメディア掲載情報を検索することにより、割

当予定先が反社会的勢力でない旨を確認いたしました。また、割当予定先からは、反社会的勢力との間

において一切の関係がない旨の誓約書の提出を受けております。 

さらに慎重を期すため、企業調査、信用調査を始めとする各種調査を専門とする第三者調査機関であ
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る株式会社東京エス・アール・シー（住所：東京都目黒区上目黒４丁目２６番４号、代表取締役：中村

勝彦）に割当予定先並びに間接的にその持分の 100％を出資しており、かつ役員であるマイケル・ラーチ

氏、及び割当予定先の役員であるリチャード・チゾム氏について調査を依頼しました。そして、同社の

保有するデータベースとの照合等による調査を行った結果、2025 年６月 26 日、割当予定先、その出資者

及び役員に関する反社会的勢力等の関与事実がない旨の報告書を受領いたしました。 

以上から総合的に判断し、当社は割当予定先、その出資者及び役員については、反社会的勢力との関

係がないものと判断し、割当予定先、その役員及び主な出資者が反社会的勢力と関係がないことを示す

確認書を取引所に提出しております。 

 

(２)割当予定先を選定した理由 

当社は、上記「２．募集の目的及び理由」に記載したとおり、「４．調達する資金の額、使途及び支出予

定時期 (２)調達する資金の具体的な使途」に記載した各資金使途に充当するための機動的かつ確実な資

金調達方法について、複数検討してまいりました。 

そのような中で、EJS から本新株予約権による資金調達に関する提案を 2025 年５月に受けました。同時

期に他の金融機関等から提案を受けた資金調達手法の内容を考慮しつつ、当社内において協議・比較検討

した結果、本スキームが、当社の必要とする資金を高い蓋然性をもって調達できるとともに、株価に対す

る一時的な影響を抑制しつつ既存株主への過度な影響を及ぼさずに資金調達ができる点において、有効な

資金調達手段であると判断いたしました。また、上記の本スキームのメリット・デメリットを勘案の上、

割当予定先と協議した結果、既存株主の株式価値希薄化への配慮から、本スキームによる資金調達方法が

最良の選択肢であり、同様のスキームによる投資実績を有していること等から、EVO FUND が割当予定先と

して適当であるとの結論に至ったため、本新株予約権の割当予定先としてEVO FUNDを選定いたしました。 

割当予定先は、上場株式への投資を主たる目的として2006年12月に設立されたファンド（ケイマン諸島

法に基づく免税有限責任会社）であります。これまでの投資実績として、複数の第三者割当の方法による

新株予約権増資案件において、本新株予約権と同様の手法を用いて、割り当てられた新株予約権の全てを

行使し、上場会社の資金調達に寄与した案件が多数あります。 

割当予定先の関連会社であるEJSが、関連企業の買受けのあっせん業の一環として今回の資金調達のアレ

ンジャー業務を担当しました。EJS は英国領ヴァージン諸島に所在するタイガー・イン・エンタープライ

ズ・リミテッド（住所：Craigmuir Chambers, PO Box 71, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin 

Islands、代表取締役：マイケル・ラーチ、リチャード・チゾム）の100％子会社であります。 

(注)本新株予約権に係る割当は、日本証券業協会会員である EJS のあっせんを受けて、割当予定先に対し

て行われるものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」（自主

規制規則）の適用を受けて募集が行われるものです。  

 

(３)割当予定先の保有方針及び行使制限措置 

割当予定先である EVO FUND は、純投資を目的としており、本新株予約権の行使により取得する当社普通

株式を原則として長期間保有する意思を有しておらず、出資者に対する運用責任を遂行する立場から、保

有先の株価推移により適宜判断の上、基本的に市場内で売却しますが、売却時は常にマーケットへの影響

を勘案する方針である旨を、口頭にて確認しております。 

また、当社と割当予定先は、下記の内容を含む本買取契約を締結する予定です。 

ア．当社は、取引所の定める有価証券上場規程第434条第１項及び同施行規則第436条第１項乃至第５

項の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権を行使することにより

取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10％を超える場合には、

当社は当該10％を超える部分に係る本新株予約権の行使（以下「制限超過行使」といいます。）

を行わせないこと。 

イ．割当予定先は、以下のいずれかの期間又は場合を除き、制限超過行使に該当する本新株予約権の

行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、当該
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本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと。 

(a) 本新株予約権の行使により交付される株券及びこれと同一の銘柄の株券（以下「対象株券等」

といいます。）が上場廃止となる合併、株式交換又は株式移転等（以下「合併等」といいま

す。）が行われることが公表された時から、当該合併等がなされた時又は当該合併等がなさ

れないことが公表された時までの間 

(b) 当社に対して公開買付けの公告がなされた時から、当該公開買付けが終了した時又は中止さ

れることが公表された時までの間 

(c) 取引所金融商品市場において対象株券等が監理銘柄又は整理銘柄に指定された時から当該指

定が解除されるまでの間 

(d) 本新株予約権の行使価額が発行決議日の取引所金融商品市場の売買立会における対象株券等

の終値（但し、株式の分割、併合又は無償割当が行われた場合には公正かつ合理的な調整を

行います。）以上の場合 

ウ．割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間

で制限超過行使に係る義務を負うことを約束させ、また譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡す

る場合にも当社に対して同様の義務を承継すべき旨を約束させること。 

さらに、本買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められ

る予定です。譲渡が行われることとなった場合には、当社の取締役会による承認に先立ち、当社は、譲受

先の本人確認、反社会的勢力でないことの確認、払込みに要する資金等の状況の確認、及び譲受先の保有

方針の確認を行います。また、譲渡が行われた場合、当社は当該事実を開示いたします。 

 

(４)割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

割当予定先であるEVO FUNDの保有財産の裏付けとなる複数のプライム・ブローカー及び金融機関の2025

年５月 31 日時点における現金・有価証券等の資産から借入れ等の負債を控除した純資産の残高報告書を確

認しており、払込期日において本新株予約権の払込金額（発行価額）の総額の払込みに要する資金は十分

であると判断しております。 

なお、本新株予約権の行使にあたっては、割当予定先は、基本的に新株予約権の行使を行い、行使により

取得した株式を売却することにより資金を回収するという行為を繰り返して行うことが予定されているた

め、一時に大量の資金が必要になることはないことから、割当予定先は本新株予約権の行使にあたっても

十分な資金を有していると判断しております。 

また、割当予定先は、現在、当社以外にも複数社の新株予約権を引き受けているものの、上記のとおり、

行使及び売却を繰り返して行うことが予定されているため、一時点において必要となる資金は多額ではな

く、それらを合算した金額を割当予定先の純資産残高から控除した上でなお、本新株予約権の払込金額

（発行価額）の総額の払込み及び本新株予約権の行使に要する資金としては十分であると判断しておりま

す。 

 

(５)株券貸借に関する契約 

該当事項はありません。 
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８．大株主及び持株比率 

 

募集前（2025年２月28日現在） 

淺山忠彦 14.51％ 

淺山雄彦 8.21％ 

アムスライフサイエンス取引先持株会 2.84％ 

木下圭一郎 2.77％ 

浅山麻衣子 2.15％ 

浅山麻里奈 2.09％ 

ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ ＯＦ ＮＯＲＷＡＹ 

(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店） 1.20％ 

藤田圭亮 0.90％ 

株式会社静岡銀行 

(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社) 0.87％ 

ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 

(常任代理人モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社) 0.77％ 

(注)１．「持株比率」は、2025 年２月 28 日現在の株主名簿に基づき記載しております。なお、当社は 2025

年２月 28 日現在、328,000 株を自己株式として所有しておりますが、上記大株主には含めており

ません。 

２．割当予定先の本新株予約権の保有目的は投資目的とのことであり、割当予定先は、本新株予約権の

行使により取得した当社普通株式を売却する方針であるとのことです。したがって、割当予定先に

よる本新株予約権行使後の当社普通株式の長期保有は約されておりませんので、募集後の「大株主

及び持株比率」の記載はしておりません。 

３．「持株比率」は、発行済株式（自己株式を除きます。）の総数に対する割合を小数点第３位を四捨五

入しております。 

 

９．今後の見通し 

本新株予約権の発行による当期の業績に与える影響は軽微であります。なお、将来の業績に変更が生じる場

合には、適宜開示を行う予定です。 

 

10．企業行動規範上の手続きに関する事項 

本スキームは、①希薄化率が 25％未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと（本新株予

約権全てが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと）から、取引所の

定める有価証券上場規程第432条「第三者割当に係る遵守事項」に定める独立第三者からの意見入手及び株主

の意思確認手続きは要しません。 

 



12 
 

 

 

11．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

(１)最近３年間の業績（連結）） 

（単位：百万円。特記しているものを除きます。） 

決算期 2022年８月期 2023年８月期 2024年８月期 

売上高 23,024 25,579 30,185 

営業利益又は営業損失（△） 1,015 1,636 1,916 

経常利益又は経常損失（△） 1,343 1,654 1,921 

親会社株主に帰属する当期純利益 735 1,102 1,252 

１株当たり当期純利益（円） 52.33 78.51 89.20 

１株当たり配当額（円） 30.00 27.50 30.00 

１株当たり純資産額（円） 884.53 938.25 990.10 

 

(２)現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2025 年２月28日現在） 

 株式数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 14,387,699株 100％ 

現時点の転換価額（行使価額） 

における潜在株式数 
－ － 

下限値の転換価額（行使価額） 

における潜在株式数 
－ － 

上限値の転換価額（行使価額） 

における潜在株式数 
－ － 

 

(３)最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 2022年８月期 2023年８月期 2024年８月期 

始  値 1,150円 769円 799円 

高  値 1,329 円 997円 968円 

安  値 668円 711円 735円 

終  値 770円 796円 833円 

 

② 最近６か月間の状況 

 
2025 年 

２月 

 

３月 

 

４月 

 

５月 

 

６月 

 

７月 

始  値 887円 836円 861円 854円 865円 860円 

高  値 887円 867円 861円 862円 865円 889円 

安  値 830円 824円 765円 840円 850円 856円 

終  値 834円 860円 853円 859円 863円 877円 

(注) 2025年７月の状況につきましては、2025年７月14日現在で表示しております。 

 



13 
 

 

 

③ 発行決議日前営業日における株価 

 2025年７月14日 

始  値 883 円 

高  値 883 円 

安  値 876 円 

終  値 877 円 

 

(４)最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項はありません。 
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別紙 

 

株式会社 AFC-HDアムスライフサイエンス第６回新株予約権 

発行要項 

 

1. 新株予約権の名称 株式会社 AFC-HD アムスライフサイエンス第６回新株予約

権（以下「本新株予約権」という｡） 

2. 本新株予約権の払込金額の総額 金 635,000円（本新株予約権 1個当たり 127円） 

3. 申込期日 2025年 7月 31日 

4. 割当日及び払込期日 2025年 7月 31日 

5. 募集の方法 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を EVO 

FUNDに割り当てる。 

6. 新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。 

(2) 本新株予約権の目的である株式の総数は 500,000株（本新株予約権 1個当たり 100株（以下

「割当株式数」という。））とする。 

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものと

する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権に

係る割当株式数について行われ、調整の結果生じる 1株未満の端数については、これを切り捨

てるものとする。 

調整後割当株式数＝調整前割当株式数×分割・併合の比率 

その他、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理

的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。 

7. 本新株予約権の総数 5,000個 

8. 各本新株予約権の払込金額 金 127円 

9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額（以下に定義する。）に割

当株式数を乗じた額とする。但し、これにより 1 円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨て

る。 

(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付（当社普通株式を新たに発行し、又は当

社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。）する場合における株式 1 株当た

りの出資される財産の価額（以下「行使価額」という。）は、当初、877円とする。 

10. 行使価額の修正 

(1) 行使価額は、割当日の 2 取引日（株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）において売

買立会が行われる日をいう。以下同じ。）後に初回の修正がされ、以後 3 取引日が経過する毎

に修正される。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正

された日（当日を含む。）から起算して 3 取引日目の日の翌取引日（以下「修正日」という。）に当

該修正日の前取引日（但し、終値が存在しない日を除く。）において取引所が発表する当社普通

株式の普通取引の終値の 100%に相当する金額（以下「修正後行使価額」という。）に修正され

る。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額である833円を下回る場合には、

修正後行使価額は下限行使価額とする。 

(2) 本項第(1)号にかかわらず、当社普通株式に係る株主確定日等、株式会社証券保管振替機
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構の手続上の理由により、本新株予約権の行使ができない期間（以下「行使不能日」とい

い、当該株主確定日の直前取引日等（当日を含む。）から当該株主確定日等（当日を含

む。）までをいう。但し、株式会社証券保管振替機構が当該期間を変更した場合は、変更

後の期間）及び当該行使不能日の末日の翌取引日においては、行使価額の修正は行わない

ものとし、その場合は、当該行使不能日の2取引日後（当日を含む。）以降、3取引日が経

過する毎に、本項第(1)号に準じて行使価額は修正される。 

(3) 下限行使価額は、当初 833円とする。 

(4) 下限行使価額は、第 11項の規定を準用して調整される。 

11. 行使価額の調整 

(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付さ

れ、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める

算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。 

 

調整後 

行使価額 

 

＝ 

 

調整前 

行使価額 

 

× 

既発行 

普通株式数 
＋ 

交付普通株式数×1 株当たりの払込金額 

時価 

既発行普通株式数＋交付普通株式数 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期につい

ては、次に定めるところによる。 

① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合

（但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付す

る場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の

証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。）、調整後行使価額は、払込期日（募集

に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。）の翌

日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式

分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受

ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当につ

いて普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主（普通株主を除

く。）に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれ

これを適用する。 

③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額

をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合（無償割当の場合を含

む。）又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求でき

る新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割

当の場合を含む。）、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しく

は新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求

又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出

するものとし、払込期日（新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場

合は効力発生日）の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある

場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付

される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債そ
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の他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対

価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債

その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普

通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価

が確定した日の翌日以降、これを適用する。 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付された

ものを含む。）の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通

株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取

引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条

件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認が

あった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引

の承認があった日までに本新株予約権を行使した本新株予約権に係る新株予約権者（以下

「本新株予約権者」という。）に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定す

るものとする。 

株式数 ＝ 
（調整前行使価額－調整後行使価額）× 

調整前行使価額により当該期間内に 
交付された株式数 

調整後行使価額 

この場合に 1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が 0.1円未満にと

どまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする

事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調

整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。 

(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。 

① 0.1円未満の端数を四捨五入する。 

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日（但し、本項第(2)号⑤の

場合は基準日）に先立つ 45取引日目に始まる 30取引日の取引所における当社普通株式の

普通取引の終値の平均値（当日付で終値のない日数を除く｡）とする。この場合、平均値の計

算は、円位未満小数第 2位まで算出し、小数第 2位を四捨五入する。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準

日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の 1 ヶ月前の日における当社の発行済普通

株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本

項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における

当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする｡ 

(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要

な行使価額の調整を行う。 

① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会

社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価

額の調整を必要とするとき。 

③ 行使価額を調整すべき事由が 2 つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価
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額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が

第 10項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。 

(7) 第 10 項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじ

め書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及

びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但

し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、

適用の日以降速やかにこれを行う。 

12. 本新株予約権の行使期間 

2025年 8月 1日から 2026年 8月 3日までとする。 

13. その他の本新株予約権の行使の条件 

本新株予約権の一部行使はできない。 

14. 新株予約権の取得事由 

第 12項の定める本新株予約権の行使期間の末日において本新株予約権が残存している場合には、

当社は、当該末日に残存する本新株予約権の全てを本新株予約権 1 個当たりの払込金額と同額（対

象となる本新株予約権の個数を乗じて 1 円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。）で取得

する。 

15. 新株予約権証券の発行 

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。 

16. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計

算規則第 17条第 1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の 2分の 1の金額とし（計算の

結果 1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額か

ら増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 

17. 新株予約権の行使請求の方法 

(1) 本新株予約権を行使請求しようとする場合は、第 12項に定める行使期間中に第 19項記載の行

使請求受付場所に行使請求に必要な事項を通知しなければならない。 

(2) 本新株予約権を行使請求しようとする場合は、前号の行使請求に必要な事項を通知し、かつ、

本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて第 20項に定める払込

取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。 

(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、第 19項記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事

項が全て通知され、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額（行

使請求に必要な事項の通知と同日付で第 10項に定める行使価額の修正が行われる場合には、

当該修正後の行使価額に基づき算定される金額とする。）が前号に定める口座に入金された日

に発生する。 

18. 株式の交付方法 

当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関にお

ける振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。 

19. 行使請求受付場所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

20. 払込取扱場所 株式会社静岡銀行 駅南支店 
21. 新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本新株予約権及び本新株予約権に係る買取契約の諸条件を考慮して、一般的な価格算定モデルで
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あるモンテカルロ・シミュレーションによる算定結果を参考に、本新株予約権 1個の払込金額を第 8項

記載のとおりとした。さらに、本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は第 9 項記載のと

おりとする。 

22. 社債、株式等の振替に関する法律の適用等 

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部につい

て同法の規定の適用を受けるものとする。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券

保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従うものとす

る。 

23. 振替機関の名称及び住所 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋兜町 7 番 1 号 

24. その他 

(1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合に

は、当社は必要な措置を講じる。 

(2) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役会長に一任する。 

 

 

 


